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序章 基本的事項 

 

１ 計画策定の趣旨 

近年、全国的に空家等が増加する中で、適切な管理が行われずに放置された空家等による

安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題が生じており、地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。 

こうした状況に対応して、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活

環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特

別措置法」（以下「法」といいます。）が平成27年５月に完全施行され、空家等の所有者又

は管理者の責務として空家等の適切な管理に努めることが、市町村の責務として空家等に関

する必要な措置を適切に講ずるよう努めることが定められました。 

廿日市市（以下「本市」といいます。）においても、放置されている空家等の問題が指摘

されており、今後、空家等の増加により、それらがもたらす問題が深刻化する可能性があり、

空家等対策を総合的に進める必要があります。本市では、平成28年２月に空家等実態調査を

開始し、平成28年４月に設置した「廿日市市空家等対策協議会」において空家等対策のあり

方に関する協議を重ね、「廿日市市空家等対策計画」（以下「本計画」といいます。）を策

定しました。 

本計画は、本市における空家等対策に係る施策の方針を定めるもので、空家等に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とす

るものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、法第６条第１項の規定に基づく「空家等対策計画」として定めるもので、「空

家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（平成27年２月26日

付け総務省・国土交通省告示第１号）（以下「基本指針」といいます。）、「第６次廿日市

市総合計画」を受けるとともに、本市における関連計画との整合、「広島県空き家対策対応

指針」（平成27年２月 広島県空き家対策推進協議会）を参考にしながら策定します。 

なお、本計画は、行政の関係部署だけでなく、地域住民や大学、不動産・法務・建築・ま

ちづくりＮＰＯ等の専門家団体、関連事業者など、住まい・まちづくりを担う各主体が連携、

協働して取り組む総合的な空家等対策の方向性を提示するものです。 
 

図 廿日市市空家等対策計画の位置づけ 
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３ 計画期間 

計画期間については、第６次廿日市市総合計画基本構想（計画期間：平成28（2016）年度

～平成37（2025）年度）と連動させ、平成29（2017）年度～平成37（2025）年度までの９年

間とします。 

計画期間中に、本計画に基づく各種施策の進捗と効果の検証を行うとともに、国の空家政

策の動向や社会・経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画内容について見直しを行う

ものとします。 

 

【参考 用語の定義について】 

 

■「空家等」と「特定空家等」の定義（法第２条） 

「空家等」 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態

であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又

は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

「特定空家等」 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有

害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なって

いる状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある

と認められる空家等をいう。  

注：本計画では、法に基づいて、原則として「空家」「空家等」という用語を用います。 

ただし、次の場合は、「空き家」という用語を用います。 

1) 住宅･土地統計調査など「空き家」が用いられている資料に基づいて記述する場合 

2) 「空き家バンク」など制度、施策、事業などで「空き家」が用いられている場合 

3) 「空き家」が固有名詞として用いられている場合 

 

■市町村の空家等対策計画に定める事項（法第６条第２項） 

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関

する対策に関する基本的な方針 

(2) 計画期間 

(3) 空家等の調査に関する事項 

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進

に関する事項 

(6) 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項

の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定に

よる代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項  
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第１章 空家等の現状と課題 

 

１ 空家の動向 

 

(1) 位置・概要 

本市は、広島県の西部に位置し、北は安芸太田町及び島根県、東は広島市、西は大竹市及

び山口県に接し、南は瀬戸内海に面しています。 

市域は、沿岸部の廿日市地域、大野地域、内陸部の佐伯地域、吉和地域、島しょ部の宮島

地域の５地域で構成され、市域面積は489.48㎢です。 

沿岸部には人口、産業、都市機能が集積し、人口の約９割が居住しています。 

内陸部は、山林が主体で、山々に囲まれて小規模な市街地や集落が形成されています。 

島しょ部の宮島地域は、全島が特別史跡・特別名勝などに指定され、世界遺産嚴島神社な

どに国内外から多くの人が訪れています。 

 

 

 

 

 

 

図 廿日市市の位置 
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(2) 人口及び世帯数の推移 

 

ア 総人口の推移 

本市の総人口は、平成12年以降、概ね横ばいで推移しており、平成27年には 114,906人

となっています。 

地域別には、廿日市地域、大野地域で微増、佐伯、吉和、宮島の各地域では減少が続い

ています。 
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資料：国勢調査

図 総人口の推移

1,674
616

9,890

27,465

75,261

表　総人口の推移
平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

人　口(人) 101,630 112,591 114,981 115,530 114,038 114,906

増減数(人) － 10,961 2,390 549 △ 1,492 868

指数 100 110.8 113.1 113.7 112.2 113.1

人　口(人) 63,441 71,227 73,587 74,392 74,023 75,261

増減数(人) － 7,786 2,360 805 △ 369 1,238

指数 100 112.3 116.0 117.3 116.7 118.6

人　口(人) 23,802 25,511 25,727 26,442 26,778 27,465

増減数(人) － 1,709 216 715 336 687

指数 100 107.2 108.1 111.1 112.5 115.4

人　口(人) 10,679 12,420 12,621 11,953 10,773 9,890

増減数(人) － 1,741 201 △ 668 △ 1,180 △ 883

指数 100 116.3 118.2 111.9 100.9 92.6

人　口(人) 922 915 853 799 704 616

増減数(人) － △ 7 △ 62 △ 54 △ 95 △ 88

指数 100 99.2 92.5 86.7 76.4 66.8

人　口(人) 2,786 2,518 2,193 1,944 1,760 1,674

増減数(人) － △ 268 △ 325 △ 249 △ 184 △ 86

指数 100 90.4 78.7 69.8 63.2 60.1
資料：国勢調査
注-1：増減数は、５年前と比較した数値（△は減少）
　-2：指数は平成２年人口を100とした値
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イ 年齢三区分別人口割合 

本市の年齢三区分別人口割合（平成27年時点）は、０～14歳が13.1％、15～64歳が58.7

％、65歳以上が27.7％となっています。 

これを広島県、全国と比較すると、同程度の値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢三区分別人口割合の推移を全市及び地域別にみると、全市、各地域とも、概ね０～

14歳、15～64歳が低下、65歳以上が上昇しています。 

平成27年の65歳以上の割合（高齢化率）は、佐伯、吉和、宮島の各地域で30％を超えて

おり、内陸部と島しょ部で高くなっています。 
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図 年齢三区分別人口割合の比較
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図 年齢三区分別人口割合の推移と比較
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ウ 総世帯数 

総世帯数は増加が続いており、平成27年には46,039世帯となっています。 

地域別には、廿日市、大野地域で増加、佐伯、吉和、宮島地域では減少傾向にあります。 
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図 総世帯数の推移

資料：国勢調査
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表　総世帯数の推移

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

世帯数(世帯) 32,453 37,562 40,430 42,918 44,644 46,039

増減数(世帯) － 5,109 2,868 2,488 1,726 1,395

指数 100 115.7 124.6 132.2 137.6 141.9

世帯数(世帯) 20,147 23,680 25,899 27,680 29,066 30,203

増減数(世帯) － 3,533 2,219 1,781 1,386 1,137

指数 100 117.5 128.6 137.4 144.3 149.9

世帯数(世帯) 7,563 8,510 9,023 9,737 10,345 10,764

増減数(世帯) － 947 513 714 608 419

指数 100 112.5 119.3 128.7 136.8 142.3

世帯数(世帯) 3,263 3,922 4,169 4,206 4,005 3,889

増減数(世帯) － 659 247 37 △ 201 △ 116

指数 100 120.2 127.8 128.9 122.7 119.2

世帯数(世帯) 429 419 397 390 343 307

増減数(世帯) － △ 10 △ 22 △ 7 △ 47 △ 36

指数 100 97.7 92.5 90.9 80.0 71.6

世帯数(世帯) 1,051 1,031 942 905 885 876

増減数(世帯) － △ 20 △ 89 △ 37 △ 20 △ 9

指数 100 98.1 89.6 86.1 84.2 83.3

資料：国勢調査
注-1：増減数は、５年前と比較した数値（△は減少）
　-2：指数は平成２年世帯数を100とした値

廿日市市

廿日市地域
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吉和地域
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住宅総数
(戸)

空き家数
(戸)

空き家率
(％)

住宅総数
(戸)

空き家数
(戸)

空き家率
(％)

住宅総数
(戸)

空き家数
(戸)

空き家率
(％)

Ｈ５ 23,240 1,900 8.2 1,105,600 117,800 10.7 45,878,800 4,475,800 9.8

Ｈ10 25,310 1,830 7.2 1,198,300 156,600 13.1 50,246,000 5,764,100 11.5

Ｈ15 44,900 5,240 11.7 1,271,800 171,600 13.5 53,890,900 6,593,300 12.2

Ｈ20 49,990 6,230 12.5 1,356,200 198,300 14.6 57,586,000 7,567,900 13.1

Ｈ25 49,710 5,510 11.1 1,393,500 221,300 15.9 60,628,600 8,195,600 13.5

資料：住宅･土地統計調査

廿日市市 広島県 全国

注：廿日市市のＨ10年以前は、合併前の旧佐伯町・吉和村・大野町・宮島町を、Ｈ15年は同旧宮島町を含まない。

(3) 空き家の動向 

 

ア 空き家数の推移 

平成25年時点の住宅総数は49,710戸、世帯総数は44,590世帯（平成25年住宅・土地統計

調査）で、住宅総数が世帯総数を上回っており、住宅数は量的に充足しています。 

空き家数（注）は 5,510戸、空き家率は11.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 住宅総数、空き家数及び空き家率の推移と比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 平成25年時点の世帯数      （世帯） 

 

 

 

 

 

注：ここでの「空き家」は、住宅・土地統計調査に定義されている「空き家」で、「二次的住宅」、

「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」及び「その他の住宅」を合計したものをいう。（次頁参照） 

  

総数 １人世帯
２人以上
の 世 帯

44,590 44,020 10,630 33,390 570

資料：平成25年住宅･土地統計調査

主世帯
同　居
世帯等

世帯総数

1,8301,900

21,340 23,480

5,240

39,660

6,230

43,760

5,510

44,200

8.2
7.2

11.7
12.5

11.1

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

0

2

4

6

8

10

12

14

平成５年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年

空き家数 空き家を除く住宅数 空き家率

（戸）

(％)

23,240 25,310

44,900
49,990 49,710

資料：住宅・土地統計調査
注：平成10年以前は合併前の旧佐伯町、旧吉和村、旧大野町、旧宮島町を、

平成15年は、合併前の旧宮島町を含まない。

図 住宅総数、空き家数及び空き家率の推移
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参考までに、空き家率を広島県内14都市で比較すると、空き家全体では11.1％（前述）で

14都市中最も低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表　空き家率の比較

総　数
二次的
住　宅

賃貸用
の住宅

売却用
の住宅

その他
の住宅

空き家
全　体

その他
の住宅

広 島 市 591,070 83,410 1,700 50,370 2,990 28,360 14.1 4.8

中　　区 87,860 18,870 360 14,520 580 3,410 21.5 3.9

東　　区 62,040 8,520 80 4,790 230 3,420 13.7 5.5

南　　区 78,220 11,830 150 7,270 390 4,030 15.1 5.2

西　　区 100,330 13,940 270 9,540 480 3,650 13.9 3.6

安佐南区 106,180 11,840 390 6,320 530 4,610 11.2 4.3

安佐北区 63,450 7,120 220 2,160 400 4,340 11.2 6.8

安 芸 区 32,790 4,840 80 2,510 190 2,070 14.8 6.3

佐 伯 区 60,200 6,450 140 3,260 210 2,840 10.7 4.7

呉    市 128,550 28,430 1,080 11,450 290 15,620 22.1 12.2

竹 原 市 13,170 2,520 110 620 30 1,760 19.1 13.4

三 原 市 46,460 7,570 430 2,800 150 4,190 16.3 9.0

尾 道 市 69,230 12,590 390 3,580 120 8,500 18.2 12.3

福 山 市 207,320 28,600 780 14,570 1,150 12,090 13.8 5.8

府 中 市 18,280 3,350 160 1,500 150 1,540 18.3 8.4

三 次 市 24,510 4,210 150 1,110 90 2,860 17.2 11.7

庄 原 市 18,950 3,530 200 870 40 2,420 18.6 12.8

大 竹 市 14,160 2,540 150 1,100 60 1,220 17.9 8.6

東広島市 97,330 15,840 290 9,860 380 5,310 16.3 5.5

廿日市市 49,710 5,510 530 1,360 230 3,390 11.1 6.8

安芸高田市 13,750 2,700 140 410 10 2,130 19.6 15.5

江田島市 14,770 4,060 790 610 60 2,600 27.5 17.6

注：平成25年住宅・土地統計調査

空き家率(％)住宅
総数
(戸)

空き家(戸)

市区

14.1

21.5

13.7

15.1

13.9

11.2

11.2

14.8

10.7

22.1

19.1
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18.2

13.8

18.3 18.6 16.3
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19.6
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国

(％) 図 空き家率の比較

資料：平成25年住宅・土地統計調査

【参考】

17.2 17.9



 

- 9 - 

イ 空き家の種類 

平成25年時点の空き家の種類別住宅数は、別荘などの二次的住宅 530戸、賃貸用の住宅 

1,360戸、売却用の住宅 230戸、その他の住宅 3,390戸となっています。 

平成20～25年の空き家数の変化をみると、二次的住宅、賃貸用の住宅が減少、その他の

住宅が増加しており、長期にわたって人が住んでいない住宅が増加しています。 

その他の住宅による空き家率は、平成20年 5.5％から平成25年 6.8％へと５年間で 1.3

ポイント上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考表 種類別空き家数の推移と比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■居住世帯のない住宅のうち空き家の定義 
居住世帯のない住宅 住宅の種類の定義 

一時現在者のみの住宅 
昼間だけ使用している、何人かの人が交代で寝泊まりしているなど、そこにふだん居住
している者が一人もいない住宅 

空き家 

二次的 
住 宅 

別 荘 
週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだんは人が住んで
いない住宅 

その他 
ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、たまに寝
泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅 
上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期に
わたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など（注：
空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 

建築中の住宅 
住宅として建築中のもので、棟上げは終わっているが、戸締まりができるまでにはなっ
ていないもの（鉄筋コンクリートの場合は、外壁が出来上がったもの） 

注：平成25年住宅・土地統計調査 用語解説 

二次的住宅 賃貸用の住宅
売却用の住宅 その他の住宅

1,640

1,220

390
1,980

1,470

1,730

290

2,730

530

1,360

230

3,390

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成15年 平成20年 平成25年

6,230
5,510

(戸)

5,240

資料：住宅・土地統計調査
注：平成15年は、合併前の旧宮島町を含まない。

図 種類別空き家数の推移

総　数
二次的
住宅

賃貸用の
住宅

売却用の
住宅

その他の
住宅

Ｈ15 35,170 5,240 1,640 1,220 390 1,980

Ｈ20 49,990 6,230 1,470 1,730 290 2,730

Ｈ25 49,710 5,510 530 1,360 230 3,390

Ｈ15 1,271,800 171,600 9,200 90,500 5,800 66,100

Ｈ20 1,356,200 198,300 13,000 95,200 5,400 84,600

Ｈ25 1,393,500 221,300 8,300 105,100 6,500 101,400

Ｈ15 53,890,900 6,593,300 498,200 3,674,900 302,600 2,117,600

Ｈ20 57,586,000 7,567,900 411,200 4,126,800 348,800 2,681,100

Ｈ25 60,628,600 8,195,600 412,000 4,291,800 308,200 3,183,600

資料：住宅･土地統計調査

注：廿日市市のＨ15年は合併前の旧宮島町を含まない。

全
　
国

広
島
県

廿
日
市
市

住宅総数
(戸)

うち空き家数（戸）
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ウ 空き家の腐朽・破損の状況 

空き家のうち腐朽・破損のある住宅（注）の割合は、平成25年時点で、全体では29.2％、

空き家の種類別には、二次的住宅18.9％、賃貸用の住宅28.7％、売却用の住宅 8.7％、そ

の他の住宅32.4％で、賃貸用の住宅とその他の住宅で高くなっています。 

 

注：「腐朽、破損のある住宅」とは、建築物の主要部分やその他の部分に不具合があるもの。例えば、

外壁がところどころ落ちていたり、壁や基礎の一部にひびが入っていたり、かわらが一部はずれて

いるものや、雨どいが破損してひさしの一部が取れている場合など（住宅・土地統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 空き家の腐朽・破損の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

390
(28.7)100

(18.9)

腐朽・破損あり 腐朽・破損なし

430

970
20

(8.7)210
1,100
(32.4)

2,290

0

1,000

2,000

3,000

4,000

二次的
住 宅

賃貸用
の住宅

売却用
の住宅

その他
の住宅

1,360

3,390

230
530

(戸)

資料：平成25年住宅・土地統計調査

図 腐朽・破損のある空き家の状況

小　計 木　造 非木造 小　計 木　造 非木造

空き家数（戸） 5,510 3,620 3,580 40 1,890 440 1,440

(戸) 1,610 1,040 1,040 - 570 350 220

(％) 29.2 28.7 29.1 - 30.2 79.5 15.3

二次的住宅（戸） 530 270 250 20 260 - 260

(戸) 100 100 100 - - - -

(％) 18.9 37.0 40.0 - - - -

賃貸用の住宅（戸） 1,360 140 140 - 1,220 380 850

(戸) 390 70 70 - 330 310 20

(％) 28.7 50.0 50.0 - 27.0 81.6 2.4

売却用の住宅（戸） 230 210 210 - 20 - 20

(戸) 20 20 20 - - - -

(％) 8.7 9.5 9.5 - - - -

その他の住宅（戸） 3,390 3,010 2,990 20 390 70 320

(戸) 1,100 860 860 - 240 40 200

(％) 32.4 28.6 28.8 - 61.5 57.1 62.5

資料：平成25年住宅･土地統計調査

合　計
一戸建て 長屋建･共同住宅･その他

うち腐朽・破損あり

内
　
訳

うち腐朽・破損あり

うち腐朽・破損あり

うち腐朽・破損あり

うち腐朽・破損あり
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２ 空家等の調査と問題点 

 

(1) 実態調査の概要 

空家対策を効果的かつ効率的に実施するための基礎資料を得ることを目的として、空家の

位置や状態を把握するため、実態調査を実施しました。（「廿日市市空き家実態調査業務」

（平成27～28年度）） 

 

ア 調査期間 

調査期間は、平成28年２月～同年７月です。 

 

イ 調査範囲等 

調査範囲は、廿日市市全域です。 

調査対象は、平成27年度固定資産税家屋データより、建物等の所在地と納税義務者の住

所が異なる一戸建て住宅を「空家候補」として抽出しました。 

「空家候補」付近の外観上空家と思われる一戸建て住宅も調査対象に含めました。 

 

ウ 調査の方法 

   調査の方法は、次のとおりです。 

① 「空家候補」として選定した調査対象等について、現地調査を実施 

② 建物の外観状況等から、居住の有無（居住有、空家、不明、対象外）を判定 

③ ②で「空家」「不明」と判定した住宅について、種別（別荘、賃貸用、売却用、そ

の他）を判定 

④ ③で「その他」と判定した住宅を「空家」とし、危険性、生活環境等に関する状況

を把握 

 

エ 調査の内容 

現地目視調査により、建物の危険度、衛生面、生活環境面、景観面における問題点の有

無と状況を把握しました。 
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(2) 調査結果の概要 

 

ア 空家数と空家率 

実態調査結果に基づいて、地域別に空家数と空家率を整理すると次表のとおりです。 

・空家率算出の母数となる一戸建住宅数は35,605戸、うち空家は 1,291戸で、空家率は

3.6％です。 

・空家率を地域別にみると、廿日市地域 2.1％、大野地域 3.8％、佐伯地域 7.0％、吉

和地域14.2％、宮島地域 6.8％となっており、総世帯数が減少傾向にある佐伯、吉和、

宮島の各地域で空家率が高くなっています。 

・大規模な住宅団地の多い廿日市地域と大野地域について、住宅団地と住宅団地以外に

分けて空家率をみると、廿日市地域は住宅団地 1.4％、住宅団地以外 2.7％、大野地

域は住宅団地 1.8％、住宅団地以外 4.9％で、住宅団地における空家率は、それ以外

の地域に比べて低い状況にあります。 

 

表 空家数と空家率                          （戸、％） 

 一戸建 
住宅数 
（母数） 

① 

判定 
数 

居住 
有 

空家の種別判定 空家率 
②/①
*100 別荘 賃貸用 売却用 その他 

② 

廿日市地域 20,061 2,552 2,083 8 13 29 419 2.1 

 うち住宅団地 9,536 1,009 848 3 7 17 134 1.4 

うち住宅団地以外 10,525 1,543 1,235 5 6 12 285 2.7 

大野地域 8,559 1,447 1,078 12 9 27 321 3.8 

 うち住宅団地 3,250 359 286 0 3 11 59 1.8 

 うち住宅団地以外 5,309 1,088 792 12 6 16 262 4.9 

佐伯地域 5,231 1,248 669 187 5 22 365 7.0 

吉和地域 900 559 64 361 0 6 128 14.2 

宮島地域 854 207 146 3 0 0 58 6.8 

全 市 35,605 6,013 4,040 571 27 84 1,291 3.6 

注-1：「一戸建住宅数」は、市データによる。 

 -2：廿日市地域と大野地域における住宅団地と住宅団地以外の区分は、町丁目ごとに過半の

区域が住宅団地に属するか否かを判断した。 

 

イ 建物の危険度の判定 

調査した空家について、建物の傾きや屋根・外壁等の状況など建物の危険性について、

危険度判定評点票に基づき、判定を行いました。 

・現状で倒壊の危険性がある危険度「大」と判定された空家は35戸、放置すれば倒壊の

危険性がある危険度「中」と判定された空家は97戸で、倒壊の危険性があると判定さ

れた空家は合わせて 132戸、空家合計に対する割合は約１割となっています。 

・地域別にみると、危険度「大」又は「中」と判定された住宅は、廿日市地域（住宅団

地以外）、佐伯地域、吉和地域で多くなっています。 

・一方、廿日市地域と大野地域の住宅団地、宮島地域では、危険度「大」又は「中」と

判定された住宅は少なくなっています。 
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表 建物の危険度の判定結果                    （戸） 

 判 定 
合 計 

なし 小 中 大 不明 

廿日市地域 315 70 26 7 1 419 

 うち住宅団地 126 7 1 0 0 134 

うち住宅団地以外 189 63 25 7 1 285 

大野地域 267 34 11 2 7 321 

 うち住宅団地 59 0 0 0 0 59 

 うち住宅団地以外 208 34 11 2 7 262 

佐伯地域 257 53 38 13 4 365 

吉和地域 70 24 20 13 1 128 

宮島地域 48 6 2 0 2 58 

全 市 957 187 97 35 15 1,291 

 割合(％) 74.1 14.5 7.5 2.7 1.2 100.0 

判定 「なし」：簡易な修繕で再利用可     「小」：当面の危険性は少ない 

「中」 ：放置すれば倒壊の危険性がある 「大」：現状で倒壊の危険性がある 

「不明」：判定できない状況等 

 

ウ 生活環境等の状況 

調査した空家の生活環境等について、衛生、生活環境、景観の面から危険度判定評点票

に基づき、判定を行いました。 

・現状で、周辺の生活環境に悪影響を与えるとする「大」と判定されたのは47戸、多少

の悪影響を与えるとする「中」と判定されたのは 125戸で、合わせて 172戸、空家合

計に対する割合は約１割となっています。 

・地域別にみると、「大」又は「中」と判定されたのは、廿日市地域（住宅団地以外）、

佐伯地域で多くなっています。 

 

表 生活環境等の状況                       （戸） 

 判 定 
合 計 

なし 小 中 大 不明 

廿日市地域 133 211 44 15 16 419 

 うち住宅団地 53 75 3 0 3 134 

うち住宅団地以外 80 136 41 15 13 285 

大野地域 141 122 23 5 30 321 

 うち住宅団地 29 25 3 0 2 59 

 うち住宅団地以外 112 97 20 5 28 262 

佐伯地域 67 214 47 22 15 365 

吉和地域 34 61 10 5 18 128 

宮島地域 41 12 1 0 4 58 

全 市 416 620 125 47 83 1,291 

 割合(％) 32.2 48.0 9.7 3.6 6.4 100.0 

判定「大」 ：周辺の生活環境に悪影響を与える 

「中」 ：周辺の生活環境に多少の悪影響を与える 

「小」 ：放置すれば周辺の生活環境に悪影響を与える可能性がある 

「なし」：現状で周辺への影響は少ない 

「不明」：判定できない状況等 
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(3) 地区別空家率の状況と問題点 

地区別の空家の問題点を把握するため、空家率と高齢者のみの世帯割合を指標として地区

類型化を行い、考察しました。 

 

ア 地区別空家率の状況 

空家率は、佐伯地域の各地区、吉和地域などで高くなっています。 

 

図 地域別空家率 
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図 町丁目別空家率（廿日市・大野地域） 
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イ 地区別高齢者のみの世帯割合 

高齢者のみの世帯割合は、廿日市地域の原など、大野地域の福面一～三、宮島口上一・

二など、佐伯地域の各地区、吉和地域、宮島地域などで高くなっています。 

 

図 地区別高齢者のみの世帯割合（平成22年国勢調査） 
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図 町丁目別高齢者のみの世帯割合（廿日市・大野地域、平成22年国勢調査） 

 

 

 

 

  



 

- 18 - 

ウ 地区別空家の課題の分析 

空家の基本的な課題を地区別に把握するため、高齢者のみの世帯割合と空家率による地

区類型を行いました。 

 

  表 高齢者のみの世帯割合と空家率による地区類型 

 高齢者のみの世帯割合 

低い（20％未満） 高い（20％以上） 

空家率 

高い 
(５％以上) 

Ｂ 高空家率地区 
・高齢者世帯割合は低く、空家率
は高い地区 

・放置空家が増加する可能性があ
り、活用促進が課題（空家化の
要因対策が必要） 

Ａ 高齢化・高空家率地区 
・高齢者世帯割合、空家率ともに
高い地区 

・放置空家が増加する可能性が大
きく、老朽化対策と活用促進が
課題 

低い 
(５％未満) 

Ｄ 低空家率地区 
・高齢者世帯割合、空家率ともに
低い地区 

・当面問題なし（空家発生予防策
は必要） 

Ｃ 高齢化・低空家率地区 
・高齢者世帯割合は高く、空家率
は低い地区 

・空家の増加が懸念され、空家発
生予防、活用促進が課題 

注-1：空家率はその他の住宅（一戸建、今回調査）。高低の区分（５％）は、平成25年住宅・土地統計調

査における広島県及び全国のその他の住宅の空家率（広島県7.3％、全国5.3％）を参考に設定。 

 -2：高齢者のみの世帯は、65歳以上の高齢者のみの一般世帯（平成22年国勢調査）。高齢の区分（20％）

は、広島県及び全国の割合（広島県20.3％、全国18.2％）を参考に設定。 

 

高齢者のみの世帯割合と空家率には、一定の相関がみられます。 

 

 

  

虫所山･栗栖･中道･飯山 

吉和 

玖島 

浅原 
宮浜温泉一～三 
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類型化の結果は、次のとおりです。 

 

Ａ 高齢化・高空家率地区／高齢者世帯割合、空家率ともに高い地区 

・大野地域大野、宮島口上一・二、宮島口一～四、大野原一～四の各地区、佐伯、吉和、

宮島地域 など 

・放置空家が増加する可能性が大きく、老朽化対策と活用促進が課題 

 

Ｂ 高空家率地区／高齢者世帯割合は低く、空家率は高い地区 

・大野地域の林が原一・二、宮浜温泉一～三の各地区 

・放置空家が増加する可能性があり、活用促進が課題（空家化の要因対策が必要） 

 

Ｃ 高齢化・低空家率地区／高齢者世帯割合は高く、空家率は低い地区 

・廿日市、大野地域の一般市街地 

・宮島口青葉台、八坂団地（以上大野地域）など建設年度の古い住宅団地 など 

・空家の増加が懸念され、空家発生予防、活用促進が課題 

 

Ｄ 低空家率地区／高齢者世帯割合、空家率ともに低い地区 

・廿日市、大野地域の一般市街地 

・宮園、四季が丘、陽光台、阿品台（以上廿日市地域）などの住宅団地 など 

・当面問題なし（空家発生予防策は必要） 
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図 高齢者のみの世帯割合と空家率による地区類型 
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● 

 

図 町丁目別高齢者のみの世帯割合と空家率による地区類型（廿日市・大野地域） 
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エ 実態調査対象以外の空家の状況 

実態調査は、平成27年度固定資産税家屋データより、建物等の所在地と納税義務者の住

所が異なる一戸建て住宅を対象に調査を行いました。 

現地調査においては、それ以外の空家も把握し、また、市民から通報のあった空家も調

査に加えています。 

これらの空家の要因の一つとして、高齢単身世帯の入院、高齢者施設への入所等が考え

られます。 

 

表 現地調査等において加えた空家件数            （件） 

地 域 廿日市 大 野 佐 伯 吉 和 宮 島 合 計 

空家件数 31 23 20 12 4 90 

 

オ 高齢者世帯の状況と問題点 

本市の高齢者世帯の状況は次表のとおりで、一人暮らし高齢者において、日常生活に不

安のある人の割合が高くなっています。 

このため、これらの世帯の住宅相談等への迅速な対応等により、空家化の予防を図る必

要があります。 

 

■世帯構成別・日常生活状況別在宅高齢者数(平成 27年度)       (人、％) 

  
地域別人数 合計 

  廿日市 大野 佐伯 吉和 宮島 人数 割合 

一人暮らし 2,326 1,089 512 72 149 4,148  

 内不安がある 181 104 39 5 14 343 8.3 

夫婦二人暮らし 7,530 3,104 1,231 94 268 12,227  

 
内不安がある 152 86 14 3 3 258 2.1 

その他全員が高齢者 453 190 99 10 19 771  

 内不安がある 14 10 3 0 0 27 3.5 

その他 6,014 2,706 1,187 41 177 10,125  

 内不安がある 210 105 30 5 2 352 3.5 

合計 16,323 7,089 3,029 217 613 27,271  

 
内不安がある 557 305 86 13 19 980 3.6 

注-1：夫婦二人暮らしは、ともに 65歳以上又は１人のみ 65歳以上の世帯。 

-2：入院・入所中、調査不能（死亡・転居・拒否等）3,851 人を除く。 

-3：平成 27 年在宅高齢者訪問事業（注-4）データ（廿日市市）による。 

-4：高齢者訪問事業は、民生委員が担当地区内に住む 65 歳以上の高齢者を訪問して、世帯状

況、健康状態、及び災害時の避難支援の可否など日頃の見守り活動に必要な情報収集を

行うことを目的とするもの。高齢者向け福祉サービス情報パンフレットを配付し、福祉

サービスの紹介を行っている。   
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３ 空家所有者等アンケート調査 

 

(1) 調査の概要 

 

ア 調査の目的 

空家の所有者又は管理者（以下「所有者等」といいます。）を対象として、空家の活用

意向、空家等対策に関する意向等を把握し、空家等対策を検討するための基礎資料を得る

ため、アンケート調査を実施しました。 

 

イ 調査対象者 

調査対象者は、「空き家実態調査」で把握した空家の所有者等の内、住所を確認できた 

1,205名としました。 

 

ウ 調査の内容 

調査の内容は、次のとおりです。 

・空家、所有者の確認に関する事項（空家の有無、空家及び敷地の所有状況） 

・空家の利用状況と空家となった経緯（利用状況、空家となった時期、理由） 

・空家の管理状況（管理の有無、管理者、管理の頻度・内容・困窮点、管理していない

理由） 

・空家の活用意向（活用意向と活用方法、活用意向のない理由、活用上の問題点） 

・空家等対策に関する意向 

・回答者の属性（年齢、世帯類型） 

・自由意見 

 

エ 調査方法 

調査は、郵送配布、郵送回収により行いました。 

 

オ 調査期間 

調査期間は、平成28年８月31日～同年９月30日です。 

 

カ 配布・回収の状況 

調査票の配布数及び回収数は、次表のとおりです。 

 

表 調査票の配布・回収の状況 

配布数 
（件） 

回収数 
（件） 

回収率 
（％） 

回収数内訳（件） 

売却・ 
譲渡済 

解体済 
常時居住 
・使用 

利用状況 
無回答等 

空家等 

1,205 730 60.6 33 10 142 10 535 
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(2) 調査結果の概要 

 

ア 回答者の属性 

 

(ｱ) 回答者の年齢 

回答者の年齢別割合は、「50歳代以下」21.5％、「60歳代」34.0％、「70歳代」21.5％、

「80歳以上」17.4％となっており、高年齢者の割合が高いことに配慮する必要があります。 

 

(ｲ) 回答者の世帯類型 

回答者の世帯類型別割合は、「単身」が15.3％、「夫婦のみ」が36.4％、「親と子（又

は子と親）」が36.3％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 空家の利用状況と空家となった経緯 

 

(ｱ) 対象建物の利用状況 

対象建物の利用状況は、「時々（月に１回程度～年に数回）使用」と答えた人の割合が

34.6％、「物置、倉庫などとして使用」が15.9％となっています。 

また、「１年以上利用していない」と答えた人の割合は32.5％で、空家が常態化してい

る住宅が約３割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単身
15.3

夫婦のみ
36.4

親と子
(又は子と親)

36.3

三(四)世代
3.0

その他 2.2

無回答 6.7

図 回答者の世帯類型

Ｎ=535
(％)

時 (々月１回
程度)使用

17.4 時 (々連休、正月、
盆など)使用

17.2

物置、倉庫などとして使用
15.9

貸家又は売りに出している
6.5

３ヶ月～１年程度
利用していない

5.0

１年以上利
用していな
い（管理作
業は除く）

32.5

その他 5.4

図 対象建物の利用状況

Ｎ=535
(％)

29歳以下 0.2
30歳代 1.3

40歳代 5.2

50歳代
14.8

60歳代
34.0

70歳代
21.5

80歳以上
17.4

無回答
5.6

図 回答者の年齢

Ｎ=535
(％)

（Ｎは対象数 

 以下同じ） 
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(ｲ) 対象建物が空家の状態になった時期 

対象建物が空家の状態になった時期をみると、「平成24年頃（約４年前）以降」と答え

た人の割合が26.9％、「平成19年頃（約９年前）以降」では54.4％となっており、空家と

なって10年未満の建物が半数を占めています。 

住宅団地では「平成24年頃（約４年前）以降」の割合が、廿日市地域41.4％、大野地域

51.8％で、近年（４年前以降）空家状態になった建物が多い状況にあり、空家化の防止が

課題です。 

また、危険度別にみると「平成18年頃（約10年前）以前」の割合が、危険度中で75.0％、

危険度大で87.5％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.9 10.3 24.9 27.5 21.1 5.8 3.6

5.0 10.0 21.7 29.4 22.2 6.7 5.0

1.7
5.2 24.1 25.9 32.8 8.6 1.7

6.6 12.3 20.5 31.1 17.2 5.7 6.6

6.5 5.8 28.3 28.3 21.0 7.2 2.9

7.4 18.5 22.2 40.7 11.1

6.3 7.2 30.6 29.7 16.2 6.3 3.6

9.8 11.9 26.6 25.9 18.9
3.5

3.5

5.6 18.5 24.1 25.9 20.4 5.6

10.0 10.0 20.0 20.0 30.0 5.0 5.0

5.6 7.3 23.5 30.6 23.5 6.4 3.2

7.8 15.6 27.3 23.4 16.9
2.6
6.5

16.7 22.2 36.1 8.3 8.3 5.6 2.8

25.0 50.0 12.5 12.5

な し Ｎ=409

危 険 度 小
Ｎ= 77

危 険 度 中
Ｎ= 36

危 険 度 大
Ｎ= 8

昭和61年以前（約30年以上経過） 昭和62～平成８年頃（約20～29年経過）

平成９～18年頃（約10～19年経過） 平成19～23年頃（約５～９年経過）

平成24～26年頃（約２～４年経過） 平成27年以降（経過年数約１年） 無回答

全 体
Ｎ=535

廿 日 市 地 域
Ｎ=180

うち住宅団地
Ｎ= 58

うち住宅団地
以外 Ｎ=122

大 野 地 域
Ｎ=138

佐 伯 地 域
Ｎ=143

吉 和 地 域
Ｎ= 54

宮 島 地 域
Ｎ= 20

うち住宅団地
Ｎ= 27

うち住宅団地
以外 Ｎ=111

【

地

域

別

】

【

危
険
度
別

】

(％)

図 地域別、危険度別対象建物が空家の状態になった時期
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(ｳ) 対象建物が空家になった主な理由 

対象建物が空家になった主な理由としては、「居住者が亡くなった」と答えた人の割合

が37.2％、「居住者の長期入院、施設入所」が 9.9％、「別の住宅に転居」が20.0％（高

齢化による転居も含まれる）などとなっており、今後、空家所有者等の高年齢化に伴う空

家の増加が懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 対象建物の管理状況と困窮点等 

 

(ｱ) 管理の有無 

対象建物の管理状況は、「管理し

ている」と答えた人の割合が83.4％

で、大半の空家が管理されています。 

 

 

 

 

 

(ｲ) 管理の内容 

 

① 対象建物を管理している人 

対象建物を管理している人は、「自分又は自分の家族」と答えた人の割合が86.5％と

大半を占めています。 

 

② 管理の頻度 

対象建物の管理頻度は、「週に１回以上」と答えた人の割合が 8.7％、「月に１～２

回程度」が37.2％で、比較的頻度の高い人の割合は約５割となっています。 

そのほか「２～３ヶ月に１回程度」が24.0％、「年に１～２回程度」が26.0％となっ

ています。 

  

居住者が
亡くなった

37.2

居住者の長期入院、施設入所
9.9

別の住宅に
転居

20.0
職場、就学等による住み替え

3.4

賃借人などがみつからない
2.8

購入したが入居又は
利用していない 5.2

相続したが入居又は
利用していない 6.2

建替え、修繕等のため
空家にしている 1.5

相続関係が未整理
0.6

その他
9.9

無回答 3.4

図 対象建物が空家になった主な理由

Ｎ=535
(％)

管理している
83.4

誰も管理して
いない 14.0

無回答
2.6

図 対象建物の管理状況

Ｎ=535
(％)
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③ 管理の内容（複数回答、回答数無制限） 

対象建物の管理の内容は、「庭、敷地周りの草刈り、剪定」と答えた人の割合が82.3

％と最も高く、大半の空家で草刈りや剪定が行われています。 

そのほか「建物内の掃除」(56.1％)、「建物の空気の入れ替え」(68.6％)、「郵便物

等の管理」(43.5％)などの割合が高くなっています。 

 

④ 対象建物の管理で困っていること（複数回答、回答数無制限） 

対象建物の管理で困っていることは、「管理の手間が大変」(36.3％)、「対象建物ま

での距離が遠い」(36.3％)、「身体的、年齢的な問題」(24.9％)などをあげた人の割合

が高くなっています。 

今後、所有者等の高年齢化に伴い、建物の維持の困難化が考えられることから、現在

の管理状況を維持するための体制を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自分又は自分の家族
86.5

親戚 4.0

対象建物の
近所の方0.9

不動産会社、
管理会社 2.2

知人 2.5 その他 1.8
無回答 2.0

図 対象建物の管理者

Ｎ=446
(％)

（「対象建物の管理状況」で「管理している」
と答えた人）

週に１回以上
8.7

２～３週間
に１回程度

16.8

月に１回程度
20.4２～３ヶ月に

１回程度
24.0

半年に
１回程度
15.9

年に１回程度
10.1

その他
2.7

無回答 1.3

図 対象建物の管理の頻度

Ｎ=446
(％)

（「対象建物の管理状況」で「管理している」
と答えた人）

56.1

68.6

43.5

20.0

82.3

7.8

4.3

1.1

建物内の掃除

建物の空気の入れ替え

郵便物等の管理

仏壇の管理

庭、敷地周りの草刈り、剪定

家庭菜園の管理

その他

無回答

図 対象建物の管理の内容
（複数回答、回答数無制限）

Ｎ=446
(％)

（「対象建物の管理状況」で「管理している」
と答えた人）

36.3

24.9

36.3

12.6

8.1

2.2

13.9

13.7

5.2

23.3

5.6

3.8

管理の手間が大変

身体的、年齢的な問題

対象建物までの距離が遠い

維持管理費が高くつく

管理を頼める人がいない

管理委託費が高い

借り手、買い手がいない

修繕、建替えなどの費用の不足

親族における意見の相違

特にない

その他

無回答

図 対象建物の管理で困っていること
（複数回答、回答数無制限）

Ｎ=446
(％)

（「対象建物の管理状況」で「管理している」
と答えた人）
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(ｳ) 対象建物を管理していない理由（複数

回答、回答数無制限） 

対象建物を管理していない人の管理

していない理由は、「対象建物までの

距離が遠い」と答えた人の割合が53.3

％で最も高く、「身体的、年齢的な問

題」(46.7％)、「管理の手間が大変」

(34.7％)、「管理を頼める人がいない」

(22.7％)、「維持管理費が高くつく」

(21.3％)などが続きます。 

空家の管理を頼める人の確保など、

管理の支援体制を検討することが必要

です。 

 

エ 対象建物の活用意向 

 

(ｱ) ５年以内の活用意向 

対象建物について、５年以内に「活

用する計画がある」と答えた人の割合

は25.4％、「活用したい、活用を検討

したい」は23.9％となっており、活用

意向のある人は約５割と高くなってい

ます。 

 

(ｲ) 活用意向のある人の活用の内容 

活用意向のある人の活用内容は、「自分又は親族の使用」と答えた人の割合が43.6％

（居住又は使用16.7％、セカンドハウス26.9％）、「賃貸又は売却」が32.2％（貸し出す

13.3％、売却18.9％）などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

34.7

46.7

53.3

21.3

22.7

1.3

5.3

20.0

1.3

管理の手間が大変

身体的、年齢的な問題

対象建物までの距離が遠い

維持管理費が高くつく

管理を頼める人がいない

管理委託費が高い

親族における意見の相違

その他

無回答

図 対象建物を管理していない理由
（複数回答、回答数無制限）

Ｎ=75
(％)

（「対象建物の管理状況」で「管理していない」
と答えた人）

活用する
計画がある

25.4

活用したい･
活用を検討
したい

23.9

活用するつも
りはない

20.0

分からない、
考えていない

23.6

無回答
7.1

図 対象建物の活用意向

Ｎ=535
(％)

子や孫に相続し、
活用は任せる

4.5

自分又は親
族が居住又
は使用する
16.7

自分又は親族
がｾｶﾝﾄ゙ ﾊｳｽと
して使用する

26.9

賃貸住宅等として貸し出す
13.3建替えて、自分又は親族が

居住又は使用する 4.5

建替えて、賃貸住宅
等として貸し出す

0.8

更地化し保有する
0.4

更地化し、駐車場
等として活用 1.9

建物(土地)
を売却する
18.9

現在の建物をボランティア
活動等に提供したい 0.4

その他
8.3

無回答
3.4

図 対象建物の活用内容（活用意向のある人）

Ｎ=264
(％)

（「対象建物の活用意向」で「活用する計画がある」又は「活用したい・活用を検討したい」と答えた人）
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(ｳ) 対象建物を活用しない理由（活用意

向のない人） 

活用意向のない人の対象建物を活用

しない理由は、「老朽化が進み、活用

が難しい」をあげた人の割合が69.2％

と最も高く、次いで「街から遠いなど

立地条件が悪く、活用が難しい」が

33.6％、「道路が狭く、活用が難しい」

18.7％などとなっています。 

建物の老朽化が進むと活用は困難と

なることから、早めの対応が必要です。 

 

 

(ｴ) 対象建物の維持管理又は活用を考える上で困っていること（複数回答、回答数無制限） 

対象建物の維持管理又は活用を考える上で困っていることとして割合の高い項目は次の

とおりで、「荷物、古道具の処分」「更地にするための解体」などに対する支援の検討が

必要です。 

・「老朽化が進んで困っている」    32.3％（危険度中66.7％、大62.5％） 

・「維持管理費、修繕費等が高くつく」 25.6％（危険度中33.3％、大12.5％） 

・「荷物、古道具の処分」       25.4％（危険度中38.9％、大37.5％） 

・「庭、畑等の管理」         24.7％（危険度中27.8％、大25.0％） 

・「更地にしたいが解体費が高くつく」 17.4％（危険度中47.2％、大37.5％） 

また、「どうしたらいいか分からない」と答えた人は18.1％（危険度中36.1％、大75.0

％）となっています。 

 

 

 

 

  

69.2

18.7

5.6

33.6

8.4

6.5

18.7

0.9

老朽化が進み、活用が難しい

道路が狭く、活用が難しい

敷地が狭く、活用が難しい

立地条件が悪く、活用が難しい

貸し出すと権利関係が難しくなる

資産として保有したい

その他

無回答

図 対象建物を活用しない理由（活用意向の
ない人）（複数回答、回答数無制限）

Ｎ=107
(％)

（「対象建物の活用意向」で「活用するつもりはない」
と答えた人）

32.3

25.6

25.4

11.2

24.7

17.4

14.8

16.1

6.9

18.1

16.1

11.2

13.1

老朽化が進んで困っている

維持管理費、修繕費等が高くつく

荷物、古道具等の処分に困っている

仏壇の扱いに困っている

庭、畑等の管理に困っている

更地にしたいが解体費が高くつく

解体したら固定資産税が高くなる

賃貸、売却先が見つからない

相続、権利関係の問題がある

どうしたらいいか分からない

特にない

その他

無回答

25.4

23.2

23.2

9.3

23.7

12.2

10.8

13.4

5.4

13.4

18.8

10.8

14.2

50.6

36.4

31.2

16.9

28.6

28.6

28.6

31.2

7.8

28.6

7.8

13.0

9.1

66.7

33.3

38.9

25.0

27.8

47.2

33.3

16.7

22.2

36.1

5.6

11.1

11.1

62.5

12.5

37.5

25.0

37.5

12.5

12.5

12.5

75.0

12.5

12.5

図 危険度別対象建物の維持管理又は活用を考える上で困っていること
（複数回答、回答数無制限）

(％)

全 体
Ｎ=535

危険度なし
Ｎ=409

危険度小
Ｎ=77

危険度中
Ｎ=36

危険度大
Ｎ= 8



 

- 30 - 

オ 空家等の活用のための対策に関する意向（複数回答、回答数３以内） 

空家等の活用のための対策に関する意向として割合の高い項目は次のとおりで、直接的

な支援に対する意向が強くなっています。 

・「空家等の賃貸、売却に関する情報提供」  25.6％（危険度なし25.9％、小26.0％） 

・「空家等の解体費、整地費等に対する支援」 23.7％（危険度中38.9％、大37.5％） 

・「空家等の修繕、リフォームに対する支援」 19.8％（危険度なし20.5％、小24.7％） 

また、「特にない」と答えた人は17.9％となっています。 

 

 

 

  
14.4

25.6

11.4

23.7

19.8

1.9

4.5

3.2

1.3

15.3

17.9

5.6

20.4

空家等の活用に関する情報提供

空家等の賃貸、売却に関する情報提供

空家等の活用、相続等に関する相談体制

空家等の解体費、整地費等に対する支援

空家等の修繕、リフォームに対する支援

交流施設等としての活用に対する支援

「廿日市市空き家バンク」制度の普及

ＵＩターン者等の空家等の賃借、購入に対する支援

公的機関による空家等への子育て世帯等の入居の斡旋

公的機関による空家等の借上げ制度

特にない

その他

無回答

14.9

25.9

11.5

20.3

20.5

1.7

4.6

3.2

1.7

14.2

19.1

4.9

21

13.0

26.0

7.8

33.8

24.7

2.6

3.9

2.6

20.8

15.6

9.1

16.9

11.1

19.4

16.7

38.9

8.3

5.6

2.8

16.7

11.1

5.6

27.8

37.5

25.0

37.5

12.5

12.5

12.5

図 危険度別空家等の活用のための対策に関する意向（複数回答、回答数３つ以内）

(％)

全 体
Ｎ=535

危険度なし
Ｎ=409

危険度小
Ｎ=77

危険度中
Ｎ=36

危険度大
Ｎ= 8
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(3) 調査結果のまとめ 

 

① 高齢化の進行等に伴う空家の増加 

空家になった時期が平成24年頃（約４年前）以降の住宅が約27％を占めるなど近年空家

化した住宅の割合が高いこと、空家化の理由について、住んでいた人の死亡、長期入院・

入所などが約47％を占めることなどから、今後、高齢化の進行に伴い、空家がさらに増加

することが予想されます。 

 

② 住宅団地における空家の増加 

廿日市及び大野地域の住宅団地においては、空家になった時期が平成 24年頃（約４年

前）以降の住宅が廿日市地域で約 41％、大野地域約 52％を占めており、近年空家化した

住宅の割合が高くなっています。 

空家に占めるこれらの住宅団地の空家の割合は、全体では約 16％（全体 535 戸中住宅

団地 85戸）と比較的低い一方、平成 24年頃（約４年前）以降の空家では約 26％（全体

144戸中住宅団地 38戸）を占めるなどそのウェートが高まっており、今後、高齢化の進

行に伴い空家が急速に増加することが予想されます。 

 

③ 空家の管理の維持 

空家を「管理している」と答えた人の割合は約 83％と大半を占めています。 

これらのうち「管理のことで困っていることが特にない」と答えた人の割合は約 23％

と低く、大半の人が困っていると答えています。 

また、困っている内容として、「管理の手間が大変」、「対象建物までの距離が遠い」、

「身体的、年齢的な問題」などをあげた人の割合が高くなっています。 

空家の所有者等は70歳以上の人が約39％を占めるなど高年齢者が多く、今後、この割合

がさらに高まることが予想されます。 

今後、空家所有者等の高年齢化に伴い、空家の管理を継続することが困難になることが

予想されますが、空家をより良い状態で維持するためには、現在の管理されている状況が

維持される必要があり、そのための支援策などを検討する必要があります。 

 

④ 空家の流通の促進 

空家を５年以内に活用する意向のある人の割合は約49％と高く、活用意向のある人の活

用の内容は、自分又は親族による居住、セカンドハウスとして利用を考えている人が約44

％、賃貸又は売却を考えている人が約32％を占めています。 

このため、空家活用を進める上では、賃貸又は売却意向のある所有者等の空家の流通を

促進する必要があります。 

 

⑤ 老朽空家対策 

空家活用の意向のない人の割合は20％で、活用されない理由として約69％の人が「老朽

化が進み、活用が難しい」をあげています。 

また、空家の維持管理又は活用を考える上で困っていることについて、危険度大又は中

と判定された空家では、約６～７割の人が「老朽化が進んで困っている」を、約４～５割

の人が「荷物、古道具等の処分に困っている」及び「更地にしたいが、解体費が高くつく」
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をあげています。 

さらに、危険度大の空家のうち3／4の人が「どうしたらいいか分からない」と答えてい

ます。 

これらの状況を踏まえ、相談対応も含め、老朽空家の解消に向けた対策を講じる必要が

あります。 

 

⑥ 空家活用のための対策に対する意向への対応 

空家活用のための対策については、「空家等の賃貸、売却に関する情報提供」、「空家

等の解体費、整地費等に対する支援」、「空家等の修繕、リフォームに対する支援」など

をあげた人の割合が比較的高くなっており、空家対策を検討するうえで配慮する必要があ

ります。 
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４ 空家等対策の課題 

 

(1) 空家等の増加 

本市の空家率は低い状況にあるが、今後、高齢化の進行などを背景として増加傾向が続く

ことが予想され、空家等の増加に伴う住環境の悪化、コミュニティの活力の低下などが懸念

されます。 

このため、空家等の発生や放置される空家等の増加を抑制する必要があります。 

また、一人暮らしの高齢者等の増加に対応して、高齢者の入院・入所などに伴う空家化な

どを抑制する必要があります。 

 

(2) 空家等の活用 

ア 空家等の活用の促進 

空家等の常態化、老朽化を防ぎつつ、有効活用を図るため、空家等の賃貸、売買など、

空家等の流通を促進する必要があります。 

また、空家所有者等の高年齢化に伴い、空家が常態化する建物が増加することが懸念さ

れ、これらの空家の老朽化を防ぎ、有効活用を進めるうえでは、空家が適切に管理されて

いる状況を維持する必要があります。 

 

イ 地域ニーズに対応した空家等の活用 

廿日市・大野地域の住宅団地においては、今後、高齢化の進行などに伴い空家等の増加

とそれに伴うコミュニティの活力の低下などが懸念されます。 

このため、空家等を若年・子育て世帯向け住宅、コミュニティ活動の場などとして活用

するなど、地域ニーズに対応した空家等の活用を進める必要があります。 

 

ウ まちづくりに資する空家等の活用 

佐伯、吉和、宮島の各地域、廿日市・大野地域の市街化調整区域等の集落においては、

人口減少と高齢化が進む中で空家も増加しており、定住、移住の促進、観光振興など、各

地域の状況に応じた、まちづくりに資する空家等の有効活用を図る必要があります。 

 

(3) 老朽空家等への対応 

アンケート調査では、危険度の高い空家所有者等においては、老朽化の進行、解体費など

で困っている人、どうしたらいいか分からない人などの割合が高くなっており、相談への対

応、解体、跡地利用など、老朽空家等の対策を講じる必要があります。 

また、空家等のうち危険空家等については、その解消を図る必要があります。 

 

(4) 多様な主体による取組体制の構築 

空家等については、空家化の要因、立地状況、管理状況、老朽化の状況などが様々な状況

にあり、所有者等においても、空家等の活用、改善などを行うための方策、相談先などの情

報が不足しているものと考えられます。 

これらの状況に対応しつつ、空家等の対策を総合的に進めるには、多方面に渡る取組が必

要であり、行政関係はもとより、市民、法務、不動産、建築関係などの専門家、ＮＰＯ法人、

大学など多様な主体による連携した体制で取り組む必要があります。  
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■空家等の現状・問題点と空家等対策の主な課題（要約） 

空家等の現状と問題点  空家等対策の課題 

(1) 空家の動向 

○市全体の空家率は低いが、空家数は増加

傾向にある。 

○空家のうち腐朽・破損のある住宅は、一

戸建てで３割程度を占めており、老朽化

した空家の増加が懸念される。 

 

 

(1) 空家等の増加 

○空家等の増加見通しへの対応 

○空家の発生の抑制 

○放置される空家の増加の抑制 

○一人暮らし高齢者等の増加への対応 

 

(2) 空家等の活用 

ア 空家等の活用の促進 

○空家等の維持・管理 

○空家等の流通の促進 

イ 地域ニーズに対応した空家等の活用 

○住宅団地などにおける高齢化の進

行等に対応した空家等の活用 

ウ まちづくりに資する空家等の活用 

○佐伯、吉和、宮島地域、市街化調

整区域等における定住、移住の促

進、観光振興などまちづくりに資

する空家等の有効活用 

 

(3) 老朽空家等への対応 

○老朽空家等対策（相談、解体、跡地

利用など） 

○危険空家等の解消 

 

(4) 多様な主体による取組体制の構築 

○総合的、多方面に渡る取組 

○多様な主体による連携した体制づく

り（行政、市民、専門家、ＮＰＯ法

人、大学など） 

(2) 空家実態調査と分析 

＜全市における空家等の状況＞ 

○倒壊の危険のある空家がある。 

○衛生面、生活環境面、景観面で問題のあ

る空家がある。 

○高齢者のみの世帯の増加に伴い、空家率

の上昇が懸念される。 

＜地域別の空家率等の状況＞ 

○廿日市・大野地域の住宅団地では、総じ

て空家率が低い。 

○一部の住宅団地では高齢化率が高くなっ

ており、空家の増加が懸念される。 

○廿日市・大野地域の市街地、集落では、

空家率の高い地域が分布している。 

○佐伯、吉和地域では、高齢者のみの世帯

割合、空家率とも特に高い地域がある。 

○宮島地域は、高齢者のみの世帯割合、空

家率ともに高い。 

＜実態調査以外の空家の状況＞ 

○高齢者の転居等による空家化の可能性が

ある。 

 ○一人暮らし高齢者などにおいて日常生活 

に不安のある世帯がある。 

(3) 空家所有者等アンケート調査結果の分析 

○高齢化の進行等に伴う空家の増加、住宅

団地における急速な増加が予想される。 

○空家を管理している人の割合は高く、そ

の状況を維持する必要がある。 

○空家の賃貸・売却意向のある人が多く、

空家の流通を促進する必要がある。 

○活用意向のない理由は、老朽化が大半で

あり、老朽空家対策（相談、解体、跡地

利用など）が必要である。 

○賃貸、売却に関する情報提供、解体・整

地費の支援などに対するニーズが高い。 
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第２章 空家等対策の基本的な方針 

 

１ 空家等対策の目標 

 

(1) 第６次廿日市市総合計画における空家等対策の位置づけ 

空家等対策は、前期基本計画の重点施策のひとつである「安全で安心なまちをつくる」施

策の主な事業内容のひとつに位置づけられています。 

 

■第６次廿日市市総合計画基本構想・前期基本計画における空家等対策の位置づけ 

＜まちづくりの基本理念＞ 

『市民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくり』 

＜将来像＞ 

『挑戦！ 豊かさと活力あるまち はつかいち ～夢と希望をもって世界へ～』 

＜４つの方向性＞ 

方向性① くらしを守る 

方向性② 人を育む 

方向性③ 資源を活かす 

方向性④ 新たな可能性に挑む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 空家等対策の目標 

空家等対策の目標として、次の事項を掲げます。 

 

■空家等対策の目標 

① 良好な生活環境の維持と市民の安全・安心の確保 

空家化の未然防止と空家等所有者等による空家等の適正な管理を促進するととも

に、空家等の老朽化等に伴う危険性の除去等の対策を適切かつ迅速に講じ、良好な

生活環境の維持と市民の安全・安心の確保を図ります。 

 

② 空家等の多様な活用によるまちの活性化 

空家等の流通の促進、地域ニーズに対応した活用、まちづくりに資する活用、地

域住民と空家入居者との交流による活力あるコミュニティの形成等を通じて、まち

の活性化を図ります。 

 
  

＜めざすまちのイメージ＞ 

○心身の健康を意識して生活するまち 

○便利で快適なまち 

○安全安心なまち 

○いつまでも住み続けられるまち 

○豊かな自然環境を次世代につなぐまち 

＜前期基本計画＞ 

■重点施策３ 安全で安心なまちをつくる 

□施策方針４ 持続可能なまちづくり 

主な事業内容 ・インフラや公共施設の長寿命化と整備 

・空き家対策 
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２ 対象とする空家等 

 

(1) 対象地区 

空家等対策の対象地区は、廿日市市全域とします。 

＜理由＞ 

・本市においては、空家等に関する通報・相談は市内全域から寄せられている。 

・空家実態調査においても、空家は市内全域に分布している。 

今後、特定空家等対策を重点的に進める必要が生じた場合は、重点地区の設定について検

討します。 

 

(2) 対象とする空家等の種類等 

空家等対策の対象とする空家等は、主として一戸建て住宅とします。 

＜理由＞ 

・住宅については、本市の空家（賃貸用住宅、売却用住宅を除く空家）のうち大半を一

戸建て住宅が占めている。（注） 

・地域住民からの通報も一戸建て住宅に関するものが大半を占めている。 

・店舗、事務所、工場、倉庫などは、貸店舗、貸倉庫などとして流通している建物が多

いこと、除却・跡地利用のサイクルが短く、放置されるケースが少ないことなどから、

原則として空家等対策の対象から除きます。 

 

なお、空家所有者等による空家等の適正な管理の促進及び特定空家等への措置については、

次に示す空家等を対象とすることとし、一戸建て住宅のほか、長屋建て住宅、共同住宅、店

舗、事務所、工場、倉庫なども含めます。 

 

■空家等対策の対象とする空家等の種類等 

【空家等の種類等】 

○法第２条第１項に規定される空家等 

・建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないこ

とが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

（国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。） 

【長屋建て及び共同住宅に関する空家等の判断基準】 

○１棟の全戸又は全区画において、居住その他の使用がなされていないもの 

【居住その他の使用がなされていないことが常態であるものの判断基準】 

○概ね年間を通して使用実績がないこと（基本指針による。） 

 

 

 

 

注：空家戸数（賃貸用住宅、売却用住宅を除く）3,920戸、うち一戸建て3,280戸 

一戸建て空家の割合 3,280戸÷3,920戸×100≒83.7(％) 

（平成25年住宅・土地統計調査より。（10頁参照）） 
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３ 取組方針 

 

 

(1) 空家化の予防と空家等の適正管理 

 

(2) 空家等の活用の促進 

 

(3) 危険空家等の解消 

 

(4) 計画の推進体制の構築 

 

 

(1) 空家化の予防と空家等の適正管理 

新たな空家の発生を抑制するため、居住中の段階から予防に向けた取組を進めることとし、

市民の意識啓発、空家等に関する知識の普及などに努めます。 

また、良質な住宅ストックが持続的に維持されるよう、多世代居住等を促進するとともに、

空家等の常態化、老朽化を防ぐため、所有者等による空家等の適正管理を促進します。 

さらに、関係部局による空家等の情報の共有と連携、空家等のデータベースの整備などを

進めます。 

 

(2) 空家等の活用の促進 

空家等の活用を促進するため、関連事業者等と連携して、空家等の流通を促進します。 

また、住宅団地におけるコミュニティの活性化、中山間地域等における定住の促進、町並

み景観の継承、市街地の環境改善、地域商業等の活性化などの地域課題に対応しつつ、まち

づくりに資する空家等の活用を促進します。 

さらに、地域自治組織をはじめ、地域における多様な主体との協働により、着実かつ効果

的な空家等の活用を図ります。 

 

(3) 危険空家等の解消 

老朽化等により危険な状態となっている空家等については、速やかな改善が求められるこ

とから、早期に指導等を行い、自主的な改善を促します。 

また、建物の倒壊による危険など周辺への影響の大きい特定空家等に該当するものについ

ては、法に基づく指導等の行政措置を行い、危険空家等の解消を図ります。 

 

(4) 計画の推進体制の構築 

空家等対策を着実かつ効果的に進めるため、市の取組体制の充実、国、広島県との連携を

図るとともに、市民、地域自治組織、法務、建築、不動産、まちづくりＮＰＯ法人などの専

門家、大学など多様な主体による連携体制を構築します。 

また、計画の進捗状況を定期的に検証するなど、計画の進行を管理します。 
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■空家等対策の課題、目標と取組方針の概念フロー 

【空家等対策の目標】 

① 良好な生活環境の維持と市民の安全・安心の確保 

○空家化の未然防止、所有者等による空家等の適正な管理促進 

○老朽化等に伴う危険性の除去対策、良好な生活環境の維持等 

② 空家等の多様な活用によるまちの活性化 

○空家等の流通の促進、地域ニーズに対応した活用、まちづくりに資する活用 

○活力あるコミュニティの形成等 

   

 

【空家等対策の課題】 

(1) 空家等の増加 

○空家等の増加見通しへの対応 

○空家の発生の抑制 

○放置される空家の増加の抑制 

○一人暮らし高齢者等の増加への対応 

 【取組方針】 

(1) 空家化の予防と空家等の適正管理 

○市民の意識啓発・知識の普及 

○良質な住宅ストックの形成 

○多世代居住等の促進 

○所有者等による空家等の適正管理の

促進 

○空家等のデータベースの整備等 

 

(2) 空家等の活用 

ア 空家等の活用の促進 

○空家等の維持・管理 

○空家等の流通の促進 

イ 地域ニーズに対応した空家等の活用 

○住宅団地などにおける高齢化の進

行等に対応した空家等の活用 

ウ まちづくりに資する空家等の活用 

○佐伯、吉和、宮島地域、市街化調

整区域等における定住、移住の促

進、観光振興などまちづくりに資

する空家等の有効活用 

 (2) 空家等の活用の促進 

○空家等の流通の促進 

○まちづくりに資する空家等の活用 

・住宅団地の活性化 

・中山間地域等における定住の促進 

・町並み景観の継承 

・市街地の環境改善 

・地域商業等の活性化 

○地域との協働による空家等の活用の

促進 

○地域における試行的取組 

(3) 老朽空家等への対応 

○老朽空家等対策（相談、解体、跡地

利用など） 

○危険空家等の解消 

 (3) 危険空家等の解消 

○危険空家等の改善、除却等の促進 

○特定空家等対策 

(4) 多様な主体による取組体制の構築 

○総合的、多方面に渡る取組 

○多様な主体による連携した体制づく

り（行政、市民、専門家、ＮＰＯ法

人、大学など） 

 (4) 計画の推進体制の構築 

○市の取組体制の充実 

○国、広島県等との連携 

○市民、地域自治組織等との協働 

○多様な主体との連携 

○計画の進行管理 
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第３章 具体的な施策 

 

１ 空家化の予防と空家等の適正管理 

 

(1) 市民の意識啓発・知識の普及 

住宅は、個人の資産であると同時に社会的資産であり相続登記が重要なことを踏まえ、空

家化の予防と適正管理、有効活用などについて、市民の意識啓発と知識の普及に努めます。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 意識啓発 ○（仮称）「空家予防・活用の手引き」の作成と活用 

○市の広報紙・ホームページの活用、空家所有者等への意識啓発リ

ーフレットの送付等 

イ 空家等に関する

知識の普及 

○出前トークの活用 

○市の関係部署、広島県空き家対策推進協議会、関連団体等と連携

した専門家講師派遣、勉強会、相談会等の開催 

ウ 空家化の予防の

ための相談体制の

充実 

○法務関係の専門家等と連携した相続登記等の相談体制の充実 

○高齢者訪問事業等と連携した一人暮らし高齢者等の居住、住宅管

理などに関連する相談体制の充実 

 

■（仮称）「空家予防・活用の手引き」の作成・活用イメージ 

＜本編の構成例＞ 

・空家放置の問題点（相続未整理、管理意識、情報・知識不足など） 

・空家化の予防（相続登記、在宅支援、住宅管理） 

・空家の適正管理（必要性、方法） 

・空家の活用（方法、事例紹介） 

・相談の案内（管理、活用、相続、関係団体窓口など） 

・支援制度（相談支援、改修支援など） 

・参考資料（統計資料、地域情報など） 

＜概要版＞ 

・共通紙面 

・独自紙面（空家活用に係る地域情報など、必要に応じて記載） 

＜活用例＞ 

・一人暮らし高齢者等の意識啓発、相談対応資料としての活用 

・空家所有者等の相続登記、適正管理などに係る意識啓発、相談対応資料としての

活用 

・地域自治組織、市民団体、関連団体等への知識の普及、勉強会資料としての活用 

・市民の意識啓発 
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(2) 良質な住宅ストックの形成 

空家化を抑制するため、住宅の耐震化、長期優良住宅化等による質の向上を通じて、良質

な住宅ストックの形成を促進します。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 住宅の耐震化の

支援 

○木造住宅の耐震診断、耐震改修の費用の支援 

○耐震改修と合わせたリフォーム工事費用等の支援 

イ 住宅の質の向上

の支援 

○国の長期優良住宅化リフォーム推進事業の活用などによる住宅の

質の向上の支援 

 

(3) 多世代居住等の促進 

高齢化の進行に伴う空家の増加を抑制し、良質な住宅ストックが持続的に維持されるよう、

多世代居住等を促進します。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 多世代同居の支

援 

○子育て支援施策等との連携による多世代同居のための居住の支援

施策の検討（リフォーム、建替え等） 

イ 高齢者等の住み

替えの支援 

○高齢者等の所有する戸建て住宅等の子育て世帯等への賃貸等を支

援する仕組みづくり等の検討 

・一般社団法人移住・住みかえ支援機構との連携など 

○リバースモゲージの普及 
注：リバースモゲージ／自宅を担保に生活資金（老後資金）の融資を受け、死

亡した時点で自宅を処分して元利合計を一括返済する方法 

ウ 高齢者等の居住

の支援 

○住宅のバリアフリー化の支援（住宅改修費支給制度（介護予防）

の活用など） 

○福祉施策等との連携による高齢者の在宅生活の支援 
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(4) 所有者等による空家等の適正管理の促進 

空家の長期化、劣化の進行等による活用の困難化を防ぐため、「空家等の適切な管理は、

第一義的には当該空家等の所有者等の責任において行われるべき」ことを踏まえ、所有者等

による空家等の適正管理を促進します。 

また、地域自治組織、関連事業者、行政の連携により、空家所有者等の適正な管理を支援

する仕組みを構築します。 

  ＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 意識啓発 ○（仮称）「空家予防・活用の手引き」の作成（再掲） 

○市の広報紙・ホームページの活用、空家所有者等への意識啓発リ

ーフレットの送付等（再掲） 

イ 適正管理の支援 ○勉強会の開催等（再掲） 

○市における相談体制の充実（相談対応マニュアルの作成等） 

ウ 地域自治組織等

との連携 

○地域自治組織等による空家等の管理などの取組の支援 

エ 関連事業者等と

の連携 

○空家等の管理・活用などに取り組む関連事業者等の登録と空家所

有者等への情報提供の仕組みづくりの検討 

オ 総合的な連携体

制の構築 

○地域自治組織、関連事業者、行政の連携による空家所有者等の適

正な管理を支援する体制の構築 

 

■空家等の適正管理に向けた総合的な連携体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空家所有者等 

地域自治組織 

市 関連事業者 

取組の支援 

（アドバイス等） 

相 談 

情報提供 

協 力 

情報提供、 

相談 

取組の支援 

（講師派遣等） 
情報発信、 

空家管理等 

相談対応、 

空家管理等 

意識啓発、 

相談対応 
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(5) 空家等のデータベースの整備等 

空家の常態化、老朽化の防止と適正管理の促進、危険空家等へ対応などを的確に進めるた

め、新たに発生する空家等について、市民、関係管理者、関係部署等からの情報を収集する

とともに、物件情報、空家判定、空家等の管理状況の把握などに係る調査を迅速に実施し、

空家等に関するデータベースを整備します。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 空家等の情報収

集と把握 

○市民、関係管理者、関係部署等からの情報収集の仕組みづくり 

○物件情報の把握、空家判定、空家等の管理状況の把握などに係る

空家等調査マニュアルの作成 

○空家等調査を迅速に実施するための体制づくり 

イ データベースの

整備等 

○空家等に関するデータベースの整備 

○データベースを関係部署で共有する仕組みづくり 

 

■空家等のデータベースに整理する事項 

○空家等の所在地、所有者等氏名、連絡先 

○空家等の状況（建物の用途、種類、住宅の建て方、構造、階数など） 

○敷地の状況（接道の状況、土地利用規制など） 

○空家判定（空家判定の理由、利用状況など） 

○空家等の管理状況（建物の破損等の状況、衛生面、生活環境面、景観面の状況など） 

○地図情報 

○特定空家等該当の有無、措置等の履歴、その他必要な事項 
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２ 空家等の活用の促進 

 

(1) 空家等の流通の促進 

関係機関、団体等と連携して、空家等の適正管理と流通を促進します。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 廿日市市空き家

バンク制度の活用 

○中山間地域等における物件の掘り起こしと登録の促進 

○物件の案内体制の充実（現地における案内体制の整備、定住施策

と合わせた情報の提供 など） 

○貸主と借主をつなぐ仕組みづくりと支援の検討 

イ 宅地建物取引業

者等との連携 

○宅地建物取引業者等との空家、同跡地等の物件情報を共有する制

度の構築（※注） 

○空家、同跡地等の情報収集と相互提供 

ウ 空家等所有者等

への情報提供、相

談体制の充実 

○広島県空き家対策推進協議会等との連携による講演会、相談会の

開催、「ひろしま空き家の相談窓口」の活用 

○市の情報提供、相談体制の充実 

エ 借主のニーズに

対応した賃貸借の

検討・普及 

○個人住宅の賃貸流通の促進に向けたＤＩＹ型賃貸借（借主の意向

を反映して改修を行う賃貸借）の検討 

＜試行的取組（例示）＞ 

・研究会の開催 

・モデル的な取組の支援 

・コーディネーターの育成 など 

○貸主と借主をつなぐ仕組みづくりと支援の検討（再掲） 

オ 空家等関連事業

者との連携 

○空家等の再生に取り組む事業者の支援（組織立ち上げ、運営の初

期段階の支援など） 

○空家等の管理会社、リフォーム・解体事業者等の登録・紹介制度

の構築（登録の基準づくり、協定の締結、連絡会議など） 

※注：空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン（試案）（平成29年３月国土交通省
住宅局）などを踏まえた検討 
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(2) まちづくりに資する空家等の活用 

地域課題を踏まえ、まちづくりに資する空家等の活用を促進します。 

 

① 住宅団地の活性化 

高齢化の進む住宅団地において活力あるコミュニティを維持するため、多世代居住の促

進、コミュニティ活動の場の確保などに向けて、空家等の活用を図ります。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 多世代同居の支

援 

○子育て支援施策等との連携による多世代同居のための空家活用の

支援施策の検討（リフォーム、建替え等）（再掲） 

イ 子育て世帯等の

居住の支援 

○子育て支援施策等との連携による住宅団地の空家に住み替える子

育て世帯等に向けた支援の検討 

ウ 高齢者等の住み

替えの支援 

○高齢者等の所有する戸建て住宅等の子育て世帯等への賃貸等を支

援する仕組みづくり等の検討（再掲） 

○リバースモゲージの普及（再掲） 

エ 高齢者等の居住

の支援 

○住宅のバリアフリー化の支援（住宅改修費支給制度（介護予防）

の活用など）（再掲） 

○福祉施策等との連携による高齢者の在宅生活の支援（再掲） 

○グループホームなどとしての活用の支援 

オ 交流施設として

の活用の支援 

○地域自治組織等のコミュニティ活動の場（地域サロンなど）、買

い物支援の場などとしての活用に対する支援の検討 

＜支援例＞ 

・運営の体制づくり、運営経費の助成支援 

・空家の改修等の助成支援 

・固定資産税等の減免など 

 

② 中山間地域等における定住の促進 

佐伯、吉和、宮島地域などの中山間地域等における移住、定住を促進するため、空家等

の活用を図ります。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 空家等の情報提

供、相談体制の充

実 

○廿日市市空き家バンク制度の充実（中山間地域における登録の促

進、物件の案内体制の整備など） 

○地域の求人情報と空家等の住宅情報をセットで収集・提供する体

制づくりの検討 

イ 移住者向け空家

居住の支援 

○空家改修の支援制度（空き家活用支援補助金）の拡充の検討 

○空家の若年世帯、子育て世帯向け借上げ市営住宅等としての活用

の検討 

ウ 体験・交流施設

等としての活用の

支援 

○地域振興施策と連携した体験・交流施設等としての活用の支援の

検討（運営組織等の設立の支援など） 

＜活用例＞・田舎暮らし体験住宅等 

・宿泊・研修・交流施設 

・貸し農園付き週末住宅 など 
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③ 町並み景観の継承 

宮島地域などに形成されている町並み景観を継承するため、景観形成に資する空家等の

有効活用を支援します。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 町並み景観形成

に資する空家等の

活用の支援 

○歴史的町並み景観を継承するため、重要伝統的建造物群保存地区

の選定に合わせた空家等の改修、建替え等の支援の検討 

 

④ 市街地の環境改善 

狭あい道路が多く、活用の困難な空家の増加などにより居住環境の悪化している市街地

において、生活道路の整備を進めるとともに、危険空家等の除却と跡地の有効活用等を支

援し、市街地の環境改善を図ります。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 危険空家等の除

却の支援 

○狭あい道路の多い地区などにおける危険空家等の除却の支援 

イ 危険空家等の除

却跡地の活用 

○コミュニティ広場など公益的空間としての活用の支援（固定資産

税等の減免の検討など） 

○生活道路拡幅用地としての活用 

○道路用地等としての活用による当該跡地周辺の未利用地等の土地

活用の促進 

 

⑤ 地域商業等の活性化 

地域商業等活性化の取組と連携しながら、空家等の活用を進めます。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 店舗等としての

活用の支援 

○中心拠点（シビックコア）などにおける空き店舗解消を目的とし

た商店街等が実施する取組に基づく空き店舗の改修等の支援の検

討 

○立地適正化計画（策定中）に基づく都市機能誘導区域における産

業振興施策と連携した空き店舗等の活用の検討 

イ 起業の支援と合

わせた店舗等とし

ての活用の支援 

○住宅団地における空家等を活用した生活支援サービス等のコミュ

ニティビジネスの事業化の支援の検討 

○中山間地域等における創業関係機関と連携した起業の支援と合わ

せた空家、空き店舗等の改修等の支援の検討 
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(3) 地域との協働による空家等の活用の促進 

空家等を地域における貴重な資源として位置づけ、地域自治組織、関連事業者などをはじ

め、地域づくりに関連する多様な主体と協働して、空家等の活用を推進します。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 地域との協働に

よる空家等活用の

取組の支援 

○地域自治組織等による地域の空家等の活用に向けた取組の支援

（活動の支援、コーディネーターの派遣など） 

○建築・不動産関連事業者、法務関係者、ＮＰＯなどの地域づくり

に関連する多様な主体と地域自治組織等との協働による取組の支

援（連絡会議、相談会など） 

○地域における大学の関連する研究などと連携した取組を支援 

イ 地域との協働に

よる空家等の活用 

・流通の支援 

○地域との協働による空家等の多様な活用の支援 

＜多様な活用（例示）＞ 

・移住、定住用住宅 

・カフェ、工房、アトリエ 

・ゲストハウス、シェアハウス 

・田舎暮らし体験住宅 

・グループホーム 

・コミュニティ活動の場（地域サロンなど） 

○空家等の活用に関連する国等の制度・施策の活用などによる個別

の活用プロジェクトの支援 

ウ 地域づくり活動

拠点としての活用

の支援 

○地域自治組織、福祉活動団体などのまちづくり活動の拠点、交流

の場などとしての活用の支援 

○公益的空間としての活用の支援（固定資産税等の減免の検討な

ど）（再掲） 

注：シェアハウス／一般的には、個々の賃借人が賃貸人との間で賃貸借契約を締結し、寝室を

単独で使用するほか、キッチン、リビング、風呂、トイレ等を他の賃借人と共同で使用す

る住宅を指す。契約期間は数ヶ月から１年未満の定期借家が多い。
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■地域との協働による空家等の活用の促進・展開イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊多様な主体 
建築、不動産、法務関係者 
ＮＰＯ、大学など 

市／取組の進展に対応した支援 

 

 
 

 

 

 

 

・空家等所有者等と希望者と 
 のマッチング 
・空家の改修 
・移住、起業者などの支援 
・地域自治組織の取組の支援  

空家等の多様な活用 

 ＜活用例＞ 

・移住、定住用住宅 
・カフェ、工房、アトリエ 
・ゲストハウス、シェアハウス 
・田舎暮らし体験住宅 
・グループホーム 
・コミュニティ活動の場 など 

個別の活用プロジェクト 
・空家所有者等との連携 

地域の実情に応じた空家等の活用に向けた取組 

＜取組例＞ 

・空家等調査 

・資源マップの作成 

・情報誌の発行 

 

・管理活用に関する勉強会 

 など 

【取組の展開イメージ】 

空家等の活用に取り組む 
事 業 者 

・地域自治組織の取組の支援 
・空家等の活用に取り組む事業者の支援 
・個別の活用プロジェクトの支援 
・関連計画等の調整 

市 
 
 
 
 
 

・取組活動の支援 
・コーディネーターの派遣 

 

 

 

 

多様な主体（＊）

・空家等の活用に向けた
取組への参加 

・相談会への専門家派遣 
・研究と連携した取組 

【取組の基本的なスキーム】 

地域自治組織 

 

 

・空家の活用に向けた 

取組 
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(4) 地域における試行的取組 

地域課題に対応した空家等の活用を具体化するため、地域自治組織をはじめ、地域におけ

る多様な主体との協働により、空家等の活用に向けた試行的取組を進めます。 

試行的取組は、当面、住宅団地の活性化、中山間地域における移住、定住の促進をテーマ

として進め、段階的に進めます。 

＜具体的な施策＞ 

項目 取組内容 

ア 住宅団地におけ

る取組 

○モデル住宅団地を選定し、地域住民、まちづくりや空家等対策に

係る多様な主体と市との協働により、団地の活性化と空家等対策

に係る取組を多面的、試行的に進める。 

＜取組体制（例示）＞ 

・「（仮称）団地活性化研究会」を設置（次頁に例示） 

＜協働による取組（例示）＞ 

・団地の活性化に向けた取組の話し合いと実践 

（暮らしサポート、コミュニティ活動サポートなど） 

・空家等状況調査、マップ作成、ニーズ把握、情報紙発行 

・空家等対策ビジョンの作成と実践（空家化の予防、空家等の

適正管理、空家等の活用の促進、多様な活用の管理・運営） 

＜空家等の活用（例示）＞ 

・子育て世帯等の住み替え住宅、ＤＩＹ賃貸など 

・多様な活用（グループホーム、地域サロンなど） 

＜市による支援（例示）＞ 

・「（仮称）団地活性化研究会」の支援（コーディネーター派

遣、専門家の派遣、運営費の助成など） 

・リフォーム、多様な活用に対する助成の検討 

イ 中山間地域にお

ける取組 

○モデル地域を選定し、地域住民、地域支援員など地域づくりに係

る多様な主体と市との協働により、地域の活性化と空家等の活用

に係る取組を多面的、試行的に進める。 

＜取組体制（例示）＞ 

・「（仮称）地域活性化研究会」を設置（次頁に例示） 

＜協働による取組（例示）＞ 

・移住・定住の促進と地域の活性化に向けた取組 

・移住者と地域・空家等とのマッチング 

・地域における移住・定住、就農などの支援 

・空家・遊休農地等の活用に向けた取組 

・空家・遊休農地等の状況、活用意向等の把握 

・地域外空家等所有者等とのネットワークの構築 

・空家・遊休農地等の多様な活用、管理・運営 

＜空家等の活用（例示）＞ 

・移住・定住用住宅、古民家カフェなど 

・田舎暮らし体験住宅、シェアハウス、地域型保育所など 

＜市による支援（例示）＞ 

・「（仮称）地域活性化研究会」の支援（集落支援員の派遣、

専門家の派遣、運営費の助成など） 

・リフォーム、多様な活用に対する助成の検討 
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図 試行的取組の体制（例示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■試行的取組に係る団体等と役割（例示） 

団体等 
役割 

住宅団地 中山間地域 

（仮称）団地

（地域）活性

化研究会 

・団地の活性化に向けた取組の話し合

いと実践 

・空家化の予防、空家等の適正管理、

空家等の活用の促進に向けた取組 

・移住・定住の促進と地域の活性化に

向けた取組 

・空家・遊休農地等の適正管理、活用

に向けた取組 

 地域自治組

織 

・研究会への参加 

・空家情報等の提供、空家等状況調査、住民・空家等所有者等の意向把握、取

組の周知などへの協力 

 ・団地活性化の取組への協力 ・移住、定住、就農等の支援 

 多様な主体 ・研究会への参加 

・空家等状況調査、研究会の運営に対するアドバイス 

・住宅相談（リフォーム、住み替え、移住、相続等）の支援、アドバイス 

 － ・移住、定住、就農等の支援 

 市 ・「（仮称）団地（地域）活性化研究会」への参加、運営の支援（コーディネ

ーター（住宅団地）、地域支援員（中山間地域）の派遣、専門家の派遣、運

営費の助成など） 

・リフォーム、多様な活用に対する助成の検討 

多様な主体：建築・不動産関係者、法務関係者、大学、商工関係団体、営農団体、まちづくり活

動団体など  

（仮称） 
団地（地域） 
活性化研究会 

地域 

自治組織 

市 多様な主体 

参加 

住民周知等 

参加 

専門知識 

提供等 

参加 

情報提供 

活動支援等 

建築・不動産関係者 

法務関係者、 

大学、関連団体など 
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３ 危険空家等の解消 

 

(1) 危険空家等の改善、除却等の促進 

老朽化等により危険な状態となっている空家等については、所有者等自らによる改善、除

却等を促進するとともに、改善に向けた取組を適切かつ迅速に進めます。 

 

ア 相談体制の整備 

危険空家等の改善、除却等に関する相談体制の整備を図ります。 

＜具体的な施策＞ 

○市における相談体制の整備（相談窓口、広報紙、市ＨＰ等による体制等の周知） 

○各地域における、空家相談会等の実施 

○弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士等の法務関係団体、建築・不動産関連

事業者等との連携による情報提供、相談体制の充実 

 

イ 危険空家等の把握 

空家実態調査、通報等により把握した空家等について、危険空家等の候補と思われる物

件については、建物所有者等を特定するとともに、市職員により特定空家等判定票に基づ

く調査を行い、危険空家等の状況を把握します。 

 

ウ 危険空家等の除却等の支援 

危険空家等について、一定の要件を満たす建物所有者等に対して支援策を講じます。 

＜具体的な施策＞ 

○倒壊などのおそれのある危険性の高い危険空家等の解体費用に対する補助 

（条件等／第三者等へ危険を及ぼすおそれがあるもの、売却処分等が困難な地域等に

あるものに対する優先措置など、要件を満たすもの） 

○除却後の建替えが困難と思われる敷地に対する接道要件の拡充 

 

エ 緊急安全措置 

空家等の倒壊等による危険性が高い状況や、緊急に措置を行うことが必要と思われる場

合は、危険を防除するため、関係部署と連携して必要最小限の措置を講じることとします。 

＜措置の例＞ 

○所有者等が判明しない状況で、道路等への危険が切迫している空家等に対して、応急

的な措置を講じ、道路交通の安全を確保する。 

 

(2) 特定空家等対策 

危険空家等が特定空家等に該当する場合には、適正管理指導等の行政措置を行います。 

特定空家等のうち、建築物等の不良度が高く、周辺への影響が高いものについては、法定

措置を行います。 

 

ア 特定空家等の判定 

特定空家等の判定を行うために、『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図

るために必要な指針（ガイドライン）、広島県空き家対策推進協議会策定の特定空家等の
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判定票を踏まえ策定した本市の特定空家等判定票に基づき、市職員による立入調査等を行

い、特定空家等の判定を行います。 

 

イ 特定空家等対策に係る実施体制の構築 

特定空家等の法定措置等の協議等を行うため、関係部署による「廿日市市空家等対策委

員会」を設置します。 

＜廿日市市空家等対策委員会（特定空家等対策関係）の構成＞ 

部 担当課 

総務部 危機管理課、資産税担当課 

自治振興部 地域政策課 

環境産業部 産業振興課、環境政策課、廃棄物対策課 

建設部 維持管理課、都市計画課、建築指導課、住宅政策課（事務局） 

消防本部 予防課 

 

ウ 特定空家等に対する法定措置 

特定空家等と判定したもののうち、第三者に危険が及ぶおそれがある場合は、「廿日市

市空家等対策委員会」の意見聴取を行い、必要な次の措置を実施します。 

＜必要な措置＞ 

○特定空家等の所有者等に対する必要な措置の助言・指導、勧告及び命令 

○行政代執行法（昭和23年法律第43号）に基づく代執行その他法に基づく必要な措置の

検討 

 

また、関係する他法令等の必要な措置も合わせて実施します。 

＜関係する他法令等と必要な措置＞ 

他法令等 必要な措置 

建築基準法（昭和25年法律第 201号） ・現に著しく保安上危険な既存不適格建築物に対

する観点からの措置等 

消防法（昭和23年法律第 186号） ・火災予防の観点からの措置等 

道路法（昭和27年法律第 180号） ・立木等が道路に倒壊した場合に、道路交通の支

障を排除する観点からの措置等 

災害救助法（昭和22年法律第 118号） ・災害における障害物の除去の観点からの措置等 

廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正

処理並びに生活環境の清潔保持に関す

る条例（平成６年条例第２号） 

・生活環境の清潔保持等の観点からの措置等 

 

エ 廿日市市空家等対策協議会への報告等 

特定空家等に対する措置状況については、「廿日市市空家等対策協議会」に報告を行い

ます。 

また、特定空家等に対して行政代執行を行う場合は、あらかじめ「廿日市市空家等対策

協議会」に意見聴取を行います。  
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■危険空家等に対する事務フロー図 
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参考：「特定空家等」の判断の参考となる基準の概要 

区分 判断項目 判断の参考となる状態の例 

１ 保安上危険

の基準 

（そのまま放置

すれば倒壊等

著しく保安上

危険となるお

それのある状

態） 

1-1 建築物が著しく保安上危険

となるおそれ 

 

 1) 建築物が倒壊等するお

それ 

 

  イ 建築物の著しい傾斜 ・基礎に不同沈下がある。 

・柱が傾斜している。等 

 

 

 ロ 建築物の構造耐力上

主要な部分の損傷等 

・基礎が破損又は変形している。 

・土台が腐朽又は破損している。等 

 

 

2) 屋根、外壁等が脱落、

飛散等するおそれ 

・屋根が変形している。 

・屋根ふき材が剥落している。 

・壁体を貫通する穴が生じている。 

・看板、給湯設備等が転倒している。 

・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落して

いる。等 

1-2 擁壁が老朽化し危険となる

おそれ 

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。等 

２ 衛生の基準 

（そのまま放置

すれば著しく

衛生上有害と

なるおそれの

ある状態） 

1) 建築物又は設備等の破損等

が原因で、右欄の状態にあ

る。 

・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況

である。 

・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気

の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼ

している。 

・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民

の日常生活に支障を及ぼしている。 

2) ごみ等の放置、不法投棄が

原因で、右欄の状態にある。 

・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があ

り、地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。 

・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、

はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に影響

を及ぼしている。 

３ 景観の基準 

（適切な管理が

行われていな

いことにより

著しく景観を

損なっている

状態） 

1) 適切な管理が行われていな

い結果、既存の景観ルールに

著しく適合していない状態と

なっている。 

・景観法に基づき景観計画を策定している場合にお

いて、当該景観計画に定める建築物又は工作物の

形態意匠等の制限に著しく適合していない状態と

なっている。 

・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく

適合しない状態となっている。等 

2) その他、右欄のような状態

にあり、周囲の景観と著しく

不調和な状態である。 

・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく

傷んだり汚れたまま放置されている。 

・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。 

・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂してい

る。等 

４ 生活環境の

基準 

（その他周辺の

生活環境の保

全を図るため

に放置するこ

とが不適切で

ある状態） 

1) 立木が原因で、右欄の状態

にある。 

・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等

の通行を妨げている。等 

2) 空家等に住みついた動物等

が原因で、右欄の状態にあ

る。 

・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が

発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしてい

る。 

・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、

地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあ

る。等 

3) 建築物等の不適切な管理が

原因で、右欄の状態にある。 

・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている

等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置され

ている。等 

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）【概要】（国土交通省）

より。 
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第４章 計画の推進方策 

 

１ 市の取組体制の充実 

 

(1) 住民等からの相談への対応体制の充実 

 

ア 相談窓口の充実 

空家等の活用、危険空家等の除却と跡地活用、地域住民による空家等に関する苦情への

対応など、各種相談に迅速に対応するため、市の相談窓口の充実を図ります。 

＜具体的な施策＞ 

○総合的な相談窓口の設置（空家等の活用、危険空家等に関する措置、苦情対応等） 

○相談窓口の充実（支所等における対応体制の充実等） 

 

イ 対応体制の充実 

空家等に係る相談者のニーズに対応するため、関係機関、団体等と連携しながら、情報

提供、相談体制の充実を図ります。 

＜具体的な施策＞ 

○空家等の活用、流通等に関する情報提供（市ホームぺージの活用、パンフレットの配

布等） 

○法務関係団体、建築・不動産関連事業者等との連携による関係情報の集約、相談に応

じた情報提供 

○相談体制の充実（相談窓口の設置、空家等相談会の実施等） 

 

ウ 庁内連携体制の充実 

空家等の問題となる要因は様々であり、対策が多岐にわたり複数の部署が対応する場合

は、関係部署で情報共有して連携を図るとともに、対応に係る事務を円滑かつ迅速に進め

る必要があるため、総合調整を行い、関係部署と連携した体制の充実を図ります。 

 

(2) 市の関連施策との連携 

本計画に基づいて、空家等の適正管理、活用等に係る施策を効果的に推進するため、定住、

子育て支援、都市計画、住まいづくり、商業活性化、福祉対策、環境対策、防災など市の関

連施策と密接な連携を図ります。 

 

２ 国、広島県等との連携 

国、広島県、広島県空き家対策推進協議会等と連携して、空家等の多様な活用、空家等の

除却と跡地の有効活用、情報提供、相談体制の充実など本計画に基づく諸施策を進めます。 
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３ 市民、地域自治組織等との協働 

市民、地域自治組織、ＮＰＯ等との協働により、空家等に関する情報収集体制の強化、地

域活動等と連携した空家等の活用、移住者等の支援体制づくりなどを進めます。 

＜具体的な施策＞ 

○市民と連携した空家等に関する情報収集体制の強化 

○地域自治組織、ＮＰＯなどによる地域のまちづくり活動を通じた空家等の情報収集と

発信、流通の促進などの取組の支援 

○空家等を活用した移住者、起業者等の支援体制づくりの研究 など 

 

４ 多様な主体との連携 

 

(1) 法務関係団体等との連携 

弁護士会、司法書士会、土地家屋調査士会、行政書士会等の関係団体等と連携して、空家

等に関する情報提供、相談体制の充実を図ります。 

＜具体的な施策＞ 

○空家等の相続、資産活用等に関する情報提供、相談体制の充実 など 

 

(2) 建築・不動産関連事業者等との連携 

建築設計事務所、工務店、不動産関連事業者等と連携して、空家等の活用、流通、管理等

に関する情報提供、相談体制の充実を図ります。 

＜具体的な施策＞ 

○空家等の活用、流通、管理等に関する情報提供、相談体制の充実 

○空家等の活用、流通、管理等に関する技術の向上、ノウハウの蓄積 

○宅地建物取引業者等との空家、同跡地等の物件情報を共有する制度の構築 など 

 

(3) 大学、その他の多様な主体との連携 

大学、産業関連団体その他の多様な主体との連携により、空家等対策の効果的、実践的な

取組を進めます。 

＜具体的な施策＞ 

○大学の関連する研究などとの連携による地域における取組の支援 

○商工業関連団体、営農団体などとの連携による地域における取組の支援 など 

 

５ 計画の進行管理 

本計画に基づく施策を着実かつ効果的に推進するため、実施プログラムを策定するととも

に、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づいて計画の進行管理を行います。 

また、空家等を取り巻く環境の変化、国、県の施策の変化等を踏まえ、必要に応じて計画

の見直しを行います。 

＜具体的な施策＞ 

○実施状況に応じた計画推進の手法の研究、施策の立案、計画の見直し 

○空家等対策協議会との協議・調整による毎年度の実施プログラム等の見直し など 
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■多様な主体の連携体制の概念図 
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＜廿日市市の関係部署一覧＞ 

分類 内容 関係部署 

空家化の予防と
空家等の適正管
理 

市民の意識啓発・知識の普及 住宅政策課、福祉総務課 

良質な住宅ストックの形成 住宅政策課 

多世代居住等の促進 シティプロモーション室、 
こども課、高齢介護課、 
住宅政策課 

所有者等による空家等の適正管理の促進 住宅政策課、地域政策課 

空家等のデータベースの整備等 住宅政策課、福祉総務課、 
地域政策課 

空家等の活用の
促進 

空家等の流通の促進 住宅政策課、 
シティプロモーション室、 
各支所地域づくりグループ 

まちづく
りに資す
る空家等
の活用 

住宅団地の活性化 経営政策課、地域政策課 
シティプロモーション室、 
こども課、福祉総務課、高齢介護
課、住宅政策課、課税課 

中山間地域等における定住の促
進 

シティプロモーション室 
地域政策課、中山間地域振興室、
農林水産課、住宅政策課 

町並み景観の継承 都市計画課、住宅政策課 

市街地の環境改善 施設整備課、住宅政策課、 
危機管理課、課税課 

地域商業等の活性化 産業振興課、住宅政策課、 
中山間地域振興室 

地域との協働による空家等の活用の促進 地域政策課、住宅政策課、 
シティプロモーション室、 
福祉総務課、課税課 

地域にお
ける試行
的取組 

住宅団地における取組 （「住宅団地の活性化」と同じ） 

中山間地域における取組 （「中山間地域等における定住の
促進」と同じ） 

建築関係法令の遵守 建築指導課、都市計画課 

危険空
家等の
解消 

保安上
危険の
問題 

建築物をそのまま放置すれば倒壊等著しく
保安上危険 

住宅政策課、建築指導課 

擁壁が老朽化し著しく保安上危険 都市計画課、建築指導課 

衛生上
の問題 

臭気、虫等の大量発生により著しい支障 環境政策課 

大量のごみ等の放置により著しい支障 廃棄物対策課 

景観上
の問題 

周囲景観と著しく不調和な状態 都市計画課 

周辺の
生活環
境の問
題 

植栽の著しい繁茂による道路等の通行への
影響 

維持管理課 

植栽の著しい繁茂による隣地等への影響 
住みついた動物等による周辺への影響 

環境政策課 

無施錠等による不審者の侵入等の懸念 地域政策課 

大量の可燃物等の放置による火災の懸念 消防本部予防課 
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資料 計画策定の経緯等 
 

１ 廿日市市空家等対策協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）に基づく空家等

対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、廿日市市空家等対策協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項 

(2) その他空家等対策の推進に関し協議会において必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１５人以内をもって、組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 建設部に関する事務を担当する副市長 

(2) 地域住民 

(3) 学識経験者 

(4) 法務、不動産、建築、福祉、金融、環境等に関する有識者で市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（役員) 

第５条 協議会に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長は、副市長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員の互選とする。 

４ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、建設部住宅政策課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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廿日市市空家等対策協議会委員名簿 

 

≪任期≫ 平成２８年 ４月 １日から   

平成３０年 ３月３１日まで   

氏名 備考 

地域住民 

藤 田  章 廿日市地域（廿日市市町内会連合会） 

竹 中 三千穗 佐伯地域（佐伯地域コミュニティ推進団体連絡協議会） 

森 田 啓 介 吉和地域（コミュニティよしわ） 

山 本 孝 史 大野地域（大野区長連合会） 

正 木 文 雄 宮島地域（宮島総代会） 

学識経験者 

三 浦 浩 之 大学教授（広島修道大学人間環境学部人間環境学科教授） 

有識者 

中 尾 雅 寛 法務（広島司法書士会） 

上 田 宏 志 

谷 川 博 子 

法務（広島法務局）【H28.4.1～H29.3.31】 

法務（広島法務局）【H29.4.1～】 

谷 峰 正 宣 不動産（広島県宅地建物取引業協会） 

髙 山 伸 介 不動産（日本賃貸住宅管理協会） 

河 原 直 己 建築（広島県建築士事務所協会） 

多尾田 文 香 建築（日本住宅リフォーム産業協会） 

梅 本 登志子 福祉（廿日市市社会福祉協議会） 

國 村 充 弘 

徳 永 光 俊 

金融（廿日市金融懇談会）【H28.4.1～H29.3.31】 

金融（廿日市金融懇談会）【H29.4.1～】 

廿日市市 

原 田 忠 明 廿日市市副市長 
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２ 計画策定の経緯 

 

年度 年月日 内 容 

平成28年度 平成28年５月24日 廿日市市空家等対策協議会（第１回） 

【議題】 

１ 協議会の概要について 

２ 本市の状況等について 

３ 空家等対策計画のイメージ 

４ その他 

 

平成28年２月８日 

～同年７月29日 

空家等実態調査の実施（廿日市市空き家実態調査業務） 

・廿日市市全域の一戸建て住宅を対象として実施 

・調査対象35,605戸、空家と判定した住宅1,291戸 

空家率3.6％ 

 

平成28年８月22日 廿日市市空家等対策協議会（第２回） 

【議題】 

１ 第１回協議会意見対応について 

２ 空家等対策計画の検討について 

３ アンケート調査（案）について 

４ その他 

 
平成28年８月31日 

～同年９月30日 

空家所有者等アンケート調査の実施 

 配布数1,205件 有効回収数726件 有効回収率60.2％ 

 

平成28年11月16日 廿日市市空家等対策協議会（第３回） 

【議題】 

１ 第２回協議会意見対応について 

２ 廿日市市空家等対策計画について 

３ その他 

 

平成29年１月30日 廿日市市空家等対策協議会（第４回） 

【議題】 

１ 空家等対策計画の検討について 

２ その他 

 

平成29年２月26日 

～同年３月17日 

「廿日市市空家等対策計画(危険空家等対策)（案）」等に関す

る意見募集（パブリックコメント）の実施 

【実施結果】意見提出 １件 

平成29年度 平成29年７月６日 廿日市市空家等対策協議会（第５回） 

【議題】 

１ 危険空家等の対応について 

２ 空家等対策計画の検討について 

３ その他 

 

平成28年９月６日 

～同年10月５日 

「廿日市市空家等対策計画（案）」に関する意見募集（パブリ

ックコメント）の実施 

【実施結果】意見提出 １件 

 

平成29年10月24日 廿日市市空家等対策協議会（第６回） 

【議題】 

１ 空家等対策計画について 

２ 具体的な施策の実施プログラム（案）について 

３ 今後の本協議会について 

４ その他 

 


